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一

〇
宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
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関
す

る
規
程
の
一
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す
る
訓
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労
働
委
員
会
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一
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を
改
正
す
る
訓
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二

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
文
書
取
扱
規
程
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一
部
を
改
正
す
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訓
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二
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用
委
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収
用
委
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城
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調
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委
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会

〇
宮
城
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区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程�

　
　

三

〇
宮
城
海
区
業
業
調
整
委
員
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能

力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�
　
　

三

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

石　
　

森　
　

建　
　

二　
　
　

　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
四
条
中
「（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

　

第
五
条
第
一
項
の
表
局
長
の
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
表
次
長
の
項
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務

局
長
」
に
、「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
、

「

課
長
補
佐

課

　

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
。
た

だ
し
、
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
以
外
の
者
は
、
課
の
一
部
の
事
務

を
整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
も
の
と
す
る
。

」

を「

総
括
課
長
補
佐

課

　

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す
る
。

課
長
補
佐

課

　

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、
課
長
を
補
佐
す

る
。

」

に
改
め
る
。

　

同
条
第
三
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

理
事

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
重
要
事
項
を
掌
理
す
る
。

参
事

上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
特
定
事
項

を
総
括
整
理
す
る
。

技
術
参
事

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

し
、
並
び
に
技
術
的
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

副
参
事

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
又
は
参
事

を
補
佐
す
る
。

技
術
副
参
事

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

し
、
又
は
技
術
参
事
を
補
佐
す
る
。

主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
主

任
主
査
及
び
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

技
術
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に

参
画
し
、
並
び
に
技
術
主
任
主
査
及
び
技
術
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

主
任
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
主

査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

技
術
主
任
主

査

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に

参
画
し
、
並
び
に
技
術
主
査
の
事
務
を
整
理
す
る
。

主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
研
究
に
当
た
り
、
並
び
に
担
当
事
務

を
整
理
す
る
。

技
術
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
専
門
的
技
術
に
係
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
研
究
に
当
た

り
、
並
び
に
担
当
事
務
を
整
理
す
る
。
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第
六
条
第
一
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、「
局
長
の
指
定
す
る
次
長
（
以
下
単
に
「
次
長
」
と
い
う
。）」

を
「
事
務
局
長
の
指
定
す
る
副
事
務
局
長
（
以
下
単
に
「
副
事
務
局
長
」
と
い
う
。）」
に
、「
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ

た
課
長
補
佐
（
以
下
単
に
「
課
長
補
佐
」
と
い
う
。）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
、「「
各
次
長
」
と
あ
る
の
は
「
次
長
」

と
」
を
「「
各
副
部
長
」
と
あ
る
の
は
「
副
事
務
局
長
」
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」

に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
課
長
補
佐
」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
三
号

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
代
表
監
査
委
員　
　

石　
　

森　
　

建　
　

二　
　
　

　
　
　

�

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

　

宮
城
県
監
査
委
員
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
宮
城

県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
第
一
号
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、
第
二
号
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
、
第
五
号
中

「
、
主
査
」
を
「
、
技
術
主
任
主
査
、
主
査
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
表
第
一
号
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
、
第
二
号
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
委
訓
令
甲
第
一
号

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

　
　
　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
元
年
宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
次
長
」
を
「
副
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
課
長
補
佐
」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
る
。

　

別
表
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
）」
を
「
総
括
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
労
委
訓
令
甲
第
二
号

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

　
　
　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
労
働
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「（
知
事
名
及
び
会
長
名
で
施
行
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ロ　

県
の
機
関
以
外
に
発
す
る
も
の
の
う
ち
法
令
等
で
定
め
が
あ
る
も
の

様
式
第
二
号
中
「日

本
工
業
規
格
A
列
４
判

」
を
「日

本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

」
に
、
「

課　
長

補　
佐

」
を

「
総
括
課

長
補
佐

」
に
、
「

会　
長

　
　
　
局　
長　
　
　
　
　
　
　
次　
長

　
　
　
　
　
課　
長　
課
長
補
佐

（総
括
担
当

）

　
　
班　
長　
　
　
　
班　
員

」
を

「

会　
長

　
事
務
局
長　
　
　
　
副
事
務
局
長

　
　
　
課　
長　
　
　
　
総
括
課
長
補
佐　
　
班　
長　
　
副
班
長　
　
班　
員

」
に
改
め
、「平

成

」
を
削
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る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
用
委
員
会

　
宮
城
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

宮
城
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
の
表
中

「

事
務
局
次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
事
務
を
整
理
し
、
事
務
局
長
を
補
佐
す
る
。

」
を

「

総
括
次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
事
務
を
整
理
し
、
事
務
局
長
を
補
佐
す
る
。

に

次
長

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
局
の
一
部
の
事
務
を
整
理
し
、
事
務
局
長
を
補
佐
す
る
。

」

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
第
二
号

　
　
　

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
次
長
」
を
「
総
括
次
長
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
主
任
主
査
」
を
「
次
長
」
に
改
め
、
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
る
。

　

同
条
第
三
項
中
「
前
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
主
幹
、
技
術
主
幹
、
主
査
、
技
術
主
査
又

は
補
助
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。」
を
「
前
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
主
幹
、
技
術
主
幹
、

主
任
主
査
、
技
術
主
任
主
査
、
主
査
、
技
術
主
査
、
主
事
、
技
師
又
は
補
助
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。」
に
改
め
る
。

　

同
条
第
四
項
中
「
前
各
号
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
る
。
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こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

　

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

　
　
　

�

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十

八
年
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
一
の
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
規
程
第
八
条
第
二
項
に
掲
げ
る
次

長
並
び
に
同
条
第
三
項
に
掲
げ
る
主
幹
及
び
技
術
主
幹
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
」
を
「
規
程
第
八
条
第
二
項
に
掲
げ

る
総
括
次
長
及
び
次
長
並
び
に
同
条
第
三
項
に
掲
げ
る
主
幹
及
び
技
術
主
幹
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
」
に
改
め
、
同

表
三
の
項
中
「
規
程
第
八
条
第
二
項
に
掲
げ
る
主
任
主
査
並
び
に
同
条
第
三
項
に
掲
げ
る
主
査
及
び
技
術
主
査
の
属
す

る
職
制
上
の
段
階
」
を
「
規
程
第
八
条
第
三
項
に
掲
げ
る
主
任
主
査
及
び
技
術
主
任
主
査
並
び
に
主
査
及
び
技
術
主
査

の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
規
程
第
八
条
第
二
項
に
掲
げ
る
主
事
及
び
技
師
並
び
に
同
条

第
三
項
に
掲
げ
る
補
助
員
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
」
を
「
規
程
第
八
条
第
三
項
に
掲
げ
る
主
事
及
び
技
師
並
び
に
補

助
員
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
表
一
の
項
中
「
局
長
」
を
「
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則
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こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


